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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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建具の面内変形性試験方法 
Windows and doorsets-Diagonal deformability-Test method 

 

1 適用範囲 

この規格は，主として建築物の外壁の開口部に取り付けるサッシ及びドアセット（以下，建具という。）

の面内変形性試験方法について規定する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1513 建具の性能試験方法通則 

JIS A 1516 建具の気密性試験方法 

JIS A 1517 建具の水密性試験方法 

JIS A 1519 建具の開閉力試験方法 

JIS A 4702 ドアセット 

JIS A 4706 サッシ 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 
面内変形 

建具が納まった面と平行方向に生じる変形 

3.2 
面内変形性 

建具が地震などによって生じる面内変形に耐え得る程度，又はこれに加えて基本性能を維持する程度 

3.3 
面内変位量，Δ 

試験体に面内変形を加えたときの試験体の最上部と最下部との枠間の水平方向の変位差 

注釈 1 単位：ミリメートル（mm） 
  


